
扶養手当の在り方に関する勉強会
（第３回）

資 料

平成２８年３月７日

人事院給与局







3

・ 配偶者に係る扶養手当について、見直しの検討を行うとしても、現在多くの職員が受
給しているという実態を踏まえれば、直ちに廃止といった抜本的な制度の見直しを行うこ
とは難しいのではないか。

・ 民間企業を見ると、配偶者に係る手当だけではなく家族手当制度全体として見直しが
行われており、例えば、子育てに係る費用の負担が大きいこと等を踏まえ、子に係る手
当を増加させ、配偶者に係る手当を抑えるといった取組が進められている例もみられる。
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（参考３）厚生労働省「女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会」開催要綱（抄）
（「第１回 女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会」資料より抜粋）

１．趣旨・目的
本年6月30日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2015」では、女性の活躍の更なる促

進に向け、税制、社会保障制度、配偶者手当等の在り方について、女性が働きやすい制度
となるように具体化・検討を進めることとされた。このうち、配偶者手当の在り方については、
「官の見直しの検討とあわせて、労使に対しその在り方の検討を促す」とされたところである。
このため、労使において女性の活躍の更なる促進に向けた配偶者手当の在り方の検討を

行うための背景、課題等を整理するとともに、見直しを行う場合の留意事項等を示すことを目
的として、本検討会を開催する。

２．検討事項
本検討会においては、次の事項について検討を行う。

(1) 配偶者手当の在り方
(2) 配偶者手当の見直しを行う場合の留意点等

３．運営 （略）
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（参考４） 「女性の働きたい意思を尊重した税・社会保障制度に関する提言」（抄）
（平成27年9月16日、日本商工会議所）

３． 企業による扶養手当の見直し
社会保険のみならず、約５割の企業が103万円、２割の企業が130万円を基準として扶養

手当を支給しており、世帯単位での手取り額の逆転に拍車をかけている。これも社会保険と
同様、なだらかな支給に変えていく必要がある。
あるいは、扶養手当を廃止、子育て手当に支給を重点化する等の検討も必要であり、政

府はそうした企業の取り組みを後押しするインセンティブを設ける等の検討を行っていくべき
である。
（以下略）

（参考５） 未来投資に向けた官民対話（第３回、平成27年11月26日）における榊原日本経済団体連
合会会長の発言（抜粋）

来年春の交渉に当たっては、９ページにある賃金の引上げに向けた努力と取引価格の適正
化などへの取組を明記した昨年の政労使会議の取りまとめに則り、10ページのとおり、経団連
としては名目３％成長への道筋も視野に置きながら、収益が拡大した企業に対して今年を上
回る賃金引上げを期待して、前向きな検討を呼びかけてまいる。
なお、各企業の置かれている経営環境や業績の状況はさまざまであるので、賃金の引上げ

は定期昇給と一律的なベースアップに限ることなく、若年層や子育て世帯への重点配分や、
賞与一時金の増額、配偶者手当を含む諸手当の見直しなど、年収ベースの賃金引上げに向
けて、自社の実情に沿った形での方策の検討を働きかけてまいる所存である。
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・ 職務を中心とした給与体系への移行
・ 女性の社会進出の増加
・ 次世代育成の重要性の高まり
・ 配偶者を有するか否かによって給与水準が異なること等についての従業員間の公平性の観点

などを踏まえて行われている。

（参考８） 配偶者を対象とする手当に関する見直しが実施・検討された事例
（厚生労働省「第１回 女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会」 資料より抜粋）

（参考７） 民間企業ヒアリング（人事院実施、平成27年10～11月）の結果

○ 配偶者手当の見直しの経緯等に係る特徴



7

（参考９） 民間企業ヒアリング（人事院実施、平成27年10～11月）の結果

〇 配偶者手当の廃止
・ 配偶者手当を廃止し、子に係る手当の額を増額
・ 配偶者手当を廃止し、業績評価に基づく給与に配分
・ 家族手当そのものを廃止し、基本給に配分

〇 手当額の見直し
・ 従来、配偶者に係る手当額が子に係る手当額よりも高く設定されていたものを
見直し、配偶者に係る手当額と子に係る手当額を同額に
・ 配偶者手当を含む家族手当の手当額を減額し、基本給に配分

〇 支給要件の見直し
・ 所得税法の配偶者控除の対象となる配偶者のみ対象とする
・ 子の養育、介護等の事情がある配偶者のみ対象とする

配偶者手当を見直した実績のある企業における見直し内容の例

論点３関係
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（参考10） 配偶者を対象とする手当に関する見直しが実施・検討された事例
（厚生労働省「第１回 女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会」 資料より抜粋）
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（参考12） 配偶者を対象とする手当に関する見直しが実施・検討された事例
（厚生労働省「第１回 女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会」 資料より抜粋）

（参考11） 民間企業ヒアリング（人事院実施、平成27年10～11月）の結果

・ 見直しによって不利益となる従業員に配慮し、激変緩和措置を置くことが一般的。
・ 労使間で十分交渉を重ねた上で見直しがなされている。

・ 配偶者手当を廃止又は減額する場合には、人件費総額は変えず、見直しによって得られ
た原資は、基本給や、子などに係る手当等に配分されている。

・ 配偶者の収入を企業が正確に把握することが困難である中で、従前の運用に対する反省
も踏まえ、給与実務の観点を強く意識して見直しが行われるケースがある。

○ 配偶者手当の見直しの実施の手順、内容等に係る特徴

論点４関係


